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住民票などのレイアウトが変わります
～自治体情報システム標準化～

国は、自治体が住民票などを発行する際に利用する行政システムの統一化・標準化を図る
ため、「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」を制定し、令和７年度末までに
各自治体が標準化された行政システムを利用することを義務付けしました。
　本町においては、１０ 月 ２７ 日に標準化システムが稼働し、各証明書のレイアウトが変更さ
れます。多くのレイアウト変更を行いますが、町民の皆さまの利用が多い住民票と印鑑登録
証明書について、下記に見本をお示しします。（申請方法や手数料に変更はありません）

◆現行

◆標準化後（10月27日発行分から縦型となります。）

住民票 印鑑登録証明書

住民票 印鑑登録証明書

住民票や印鑑登録証明書の発行に関すること　役場住民環境課戸籍住民係　☎62－2184
自治体情報システム標準化に関すること　　　役場総務課情報広報係　　　☎62－2246

●問い合わせ先

この写しは、住民票の原本と相違ないことを証明する。

住民票

氏名
個人番号

住民票コード

旧氏 生年月日

世帯主 性別

続柄 住民となった
年月日

住所

住所を定めた
年月日

届出日

本籍 筆頭者

転入前住所

                                                                令和  年  月  日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浜中町長　○○　○○　 

＊＊＊ ＊＊＊

＊＊＊ ＊＊＊

  

別記様式第8号 

印 鑑 登 録 証 明 書 

　　　　　　　　　この印影は、印鑑登録原票に登録されている印鑑の印影と相違ないことを証明する。 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日 

北海道厚岸郡浜中町長

 

印 影 氏 名 旧氏

 
生年月日

 

住 所

 
備 考

この写しは登録された印影と相違ないことを証明する。

年  月  日

北海道厚岸郡浜中町長

印 鑑 登 録 証 明 書

登録印影 氏名

旧氏又は通称

氏名のカタカナ表記

生年月日

住所
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財政健全化判断比率・公営企業資金不足比率の公表について

区分 町の比率 早期健全化基準 財政再生基準
実質赤字比率 － 15.00 20.00

連結実質赤字比率 － 20.00 30.00
実質公債費比率 11.30 25.00 35.00
将来負担比率 47.80 350.00

区分 町の資金不足比率 経営健全化基準
水道事業会計 － 20.00

下水道事業特別会計 － 20.00

◆令和６年度における浜中町の財政健全化判断比率

◆令和６年度における浜中町の公営企業資金不足比率

◆用語解説

※枠内の「－」は赤字（資金不足）でないことを表します。

［単位：％］

［単位：％］

※枠内の「－」は赤字（資金不足）でないことを表します。
　令和 ６年度決算の健全化判断比率については、財政健全化法に基づく早期健全化基準、財政再
生基準には達しませんでしたが、今後もより一層、財政の健全化に努めてまいります。

●問い合わせ先　役場企画財政課財政係　☎62－2146

　地方公共団体の財政健全化判断比率と公営企業資金不足比率は、その団体の財政健全化や公営
企業の経営健全化の目安となる指標で、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の規定に
より算定することとされ、この算定結果に応じて早期健全化計画や再生計画の作成が義務付けら
れています。
　また、この法律ではこれらの比率を町議会に報告し、広く公表するよう求められていますので、
内容をお知らせします。

連結実質赤字比率
　全会計の実質赤字額または資金不足額の標準財政規
模に対する比率

実質赤字比率
　普通会計（一般会計＋診療所会計）の実質赤字額の
標準財政規模に対する比率

実質公債費比率
　普通会計が負担する元利償還金およびこれに準ずる
ものの標準財政規模に対する比率
将来負担比率
　普通会計が将来負担すべき実質的な負債の標準財
政規模に対する比率
資金不足比率
　公営企業の資金不足額の事業規模に対する比率

　町は、将来を担う人材育成などに向け、町内の個人・団体が主体となって実施する事業を人づ
くり事業として補助しています。申し込みを希望される場合は、下記までお問い合わせください。
○対 象 者　町民または町民で組織する団体
○対 象 事 業
　▶国内および海外派遣交流事業　▶指導者養成に係る技能取得等の研修事業
　▶町の産業に係る生産加工技術または、生活、文化、スポーツ、福祉にかかる
　　技能取得等の研修事業
○対 象 経 費　旅費、研修費、教材費等
○申 込 手 続　申請書および関係書類の提出が必要です。
○申 込 期 限　10月31日㈮
○注 意 事 項　�過去に個人で実施した事業で補助を受けたことがある場合は対象外です。

●申し込み・問い合わせ先　役場企画財政課地域振興係　☎62－2237

令和８年度　人づくり事業の募集
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●問い合わせ先　役場健康福祉課社会福祉係　☎62－2305

　町は、高齢者世帯、重度心身障がい者世帯、ひとり親世帯、生活保護世帯の低所得者世帯に対
し、生活支援事業を行っています。助成対象の方は下記の支援を受けられますので、期限までに
申請してください。

１　助成対象　
　　　令和７年10月１日現在、次の世帯のいずれかに該当し、令和７年度町道民税が非課税であ
　　る世帯（ただし、社会福祉施設入所世帯を除く）
　　①高齢者世帯
　　　●満75歳以上の単身世帯
　　　●満75歳以上の方と一方が満70歳以上で構成される世帯
　　　●満75歳以上の方が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童（高校生相
　　　　当）を扶養している世帯
　　②重度心身障がい者世帯
　　　●療育手帳Ａ判定の方が同居している世帯
　　　●障がいの程度が１～２級の方が同居している世帯
　　　●精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が同居している世帯
　　③ひとり親世帯
　　　●死別、離別等により父または母が、独立して18歳に達する日以後の最初の3月31日まで
　　　　の間にある児童（高校生相当）を扶養している世帯（75歳以上の高齢者が同居している
　　　　非課税世帯も支給する）
　　④生活保護世帯
　　　●生活保護を受けている世帯
２　申請方法等
　　①申請方法：�役場健康福祉課社会福祉係、茶内支所、浜中支所に申請書がありますので、記

入の上、窓口に提出してください。
　　　　　　　　※�昨年度、福祉灯油購入助成または低所得者世帯等生活支援助成の対象であっ

た世帯には、10月中旬までに申請書を郵送します。
　　②申請期限：11月14日（金）

○助成額　
　１世帯あたり、灯油100ℓ分
○助成方法
　灯油を購入する際、認定通知に同封
　される助成券を販売店に渡すことで
　現物を受領できます。
　（町内業者に限る）

低所得者世帯に対する助成事業のご案内

福祉灯油購入助成事業 低所得者世帯等生活支援助成事業
○助成額
　１世帯あたり、ピリカ金券１万円分、　
　またはルパン三世Payポイント１万円分
○助成方法
　�支給決定通知書を役場または各支所窓口
に提示することで助成を受けられます。
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　町は移住・定住の促進および各種人手不足の解消を目的として、町内で就業する移住者へ
向けた支援を北海道と共同で実施しています。申請時点で下記要件を全て満たす方に支援金
が支給されます。

　●移住元要件（全てに該当が必要）
　　▶直前の10年間で通算５年以上、東京圏に在住し、東京23区に通勤していたこと。
　　▶直前に連続して１年以上、東京圏に在住し、東京23区内に通勤していたこと。

町内企業の皆さまへ　
　～北海道マッチングサイトに登録して移住者を雇用しませんか～
　　要件を満たす法人は、北海道が運営するマッチングサイトへ求人掲載が可能です。
　　掲載費は無料で、大手民間求人サイトの一部へも転載され大変お得です。

　　登録方法等の詳細は、北海道の専用ページや登録マニュアルをご参照ください。

浜中町HP 北海道HP

北海道
マッチング
サイト

登録
マニュアル

浜中町移住支援金（北海道UIJターン新規就業支援事業）

単　身 世　帯60万円 100万円（18歳未満１人につき100万円加算）

　※東京圏のうち条件不利地域からの移住は対象外です。
　※上記以外にも条件がありますので、詳細については下記までお問い合わせください。
　※道の予算内で実施するため、申請状況により年度途中で終了する場合があります。

　※資本金が 10億円以上の場合は町の推薦が必要となりますので、町担当者までご連絡ください。

法　人 北海道 浜中町 移住者

①求人掲載申請

④面接・内定 ②求人掲載 ③応募

⑤移住

⑥支援金申請⑦支援金支給

①’必要な場合推薦

●問い合わせ先　役場企画財政課ふるさと創生係　☎67－8880

●申請の流れ

　●就業要件（いずれかに該当が必要）
　　▶就職　　　　北海道マッチングサイトに掲載されている求人に就職すること。
　　　　　　　　　※詳細は下記のとおり
　　▶起業　　　　北海道の起業支援金事業の交付決定を受けたこと。
　　▶テレワーク　自己意思により移住し、東京23区での仕事を継続すること。
　　▶関係人口　　町内において農業・林業・漁業等に従事すること。

　●移住先要件（全てに該当が必要）
　　▶移住支援金の申請時において、転入後１年以内であること。
　　▶移住支援金の申請時において、５年以上継続して居住する意思があること。
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ピリカ金券による助成がルパン三世Payの
　　　ポイントとして受けられるようになります！

～新規助成分より～

地域経済活性化促進事業

　町は、下記の支援事業において、これまでピリカ金券による助成を行ってきました。
このたび、町民の皆さまの利便性向上と地域での消費を促進するため、新規助成分から、

ピリカ金券による助成を「ルパン三世 Pay ポイント」として選択することが可能となりま
した。ポイントは１ポイント１円として、ルパン三世 Pay 取扱事業者でのお買い物にご利
用いただけます。有効期限は、最後のポイントご利用日から２年で、使用するたびに自動で
更新されます。
　下記事業を申請する際に、窓口にてピリカ金券として受け取るか、ポイントとして受け取
るかを選択することができます。なお、すでに発行されているピリカ金券をポイントにする
ことはできませんのでご注意ください。

●対象事業
　①結婚祝金支給事業
　②出産祝金支給事業
　③安心住まいる促進事業
　④低所得者世帯等生活支援助成事業
　⑤再生可能エネルギー等導入支援対策事業

※�本ポイントは、ピリカ金券の額面で発行されるもので、お買い物に応じて増えていくポイ
ントではありません。

どちらかを選択できます

●問い合わせ先　役場商工観光課商工労働係　☎62－2147

開始日
10月１日～

映画上映会
開催

　　　　　　10月25日㈯　13：00 ～ 15：00
　　　　　　総合文化センター大ホール
　　　　　　100人（要申し込み）
　　　　　　10月22日㈬
　　　　　　　電話または右記QRコードにてお申し込みください。

●問い合わせ先　役場保険課地域包括支援係　☎62－2194

映画上映会参加
申し込みQRコード

家族愛を感じる
　ドキュメンタリー

申込期限等

定 員

場 所

日 時
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令和７年度浜中町特設行政相談所

行政相談とは・・・
　行政機関が行っている仕事について、「不便・使いづらい・危ないなと感じること」、「ど
こで手続きをしたらいいかわからない」、「困りごとをどこに相談していいかわからない」な
どの苦情や意見・要望を聞いて解決していく制度です。
行政相談の範囲は・・・
● �国の行政機関（北海道開発局・ハローワーク・労働基準監督署など）
●独立行政法人、特殊法人（年金事務所など）　　●北海道や市町村が行う仕事　など
　�※北海道や市町村独自の仕事に関する相談でも、改善に向けて必要な協力を行います。

　総務省では、行政相談制度が広く理解され、活用していただくため、毎年９月および１０月
を「行政相談月間」としています。
　町は、下記のとおり特設行政相談所を開設します。相談者の秘密は厳守されますので、お
気軽にご来場ください。

浜中町の過去の行政相談改善事例

令和７年度行政相談月間・特設行政相談所について

相談内容

相談内容

結　　果

結　　果

●バス待合所が利用しやすくなりました！

バス待合所の周辺に雑草が繁茂していて、利用しにくいので除草してほしい。
年２回の除草を行うことで待合所が利用しやすくなりました。

●視界が悪い交差点にカーブミラーが取り付けられました！

日時・場所 ①10月21日㈫　13時～15時
町総合文化センター１階リハーサル室

相談委員 藤枝　敦子　さん
　※相談は無料で申し込みは不要です。先着順で相談をお受け　
　　するため、お待ちいただく場合がありますのでご了承願います。

●問い合わせ先　役場総務課情報広報係　☎62－2246

行政相談月間

②10月23日㈭　13時～15時
浜中農業協同組合本所１階会議室

T字の交差点で、車が来ているか見づらい場所がある。
交差点にカーブミラーが設置され、視認性が上がりました。
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●問い合わせ先　町営バスの運行に関すること　　　　　　　　
役場企画財政課地域振興係　☎62－2237　　　
JRの運行に関すること  　　　　　　　　　　

  JR北海道電話案内センター  ☎011－222－7111

　ＪＲ北海道では、根室本線（花咲線）において線路の維持に必要な修繕工事を実施するため、
厚岸駅～根室駅間の一部列車を運休または部分運休し、バスやタクシーによる代行輸送を行いま
す。

　　運休期間中、霧多布湿原線（ゆうゆ方面）の一部の便については、下り区間（釧路→根室）
　の代行タクシーの茶内駅到着時間に合わせて、通常ダイヤより10分遅らせて運行します。
　　なお、道路状況等により代行タクシーが遅延する場合は、到着を待つことなく発車しますの
　でご了承ください。

上り区間（根室→釧路）

下り区間（釧路→根室）

○運休期間　10月27日㈪～10月31日㈮　11月4日㈫～11月7日㈮
○工事内容　老朽化した木製枕木の交換作業

普通列車　代行 快速はなさき 代行 普通列車　代行
姉別駅 ８時51分 停車しません。 13時56分
浜中駅 ９時７分 11時47分 14時12分
茶内駅 ９時32分 12時12分 14時37分

ＪＲ根室本線（花咲線）の線路集中メンテナンスに伴う
列車の一部運休および町営バスのダイヤ一部変更について

普通列車　代行 快速ノサップ 代行 普通列車　代行
茶内駅 ９時46分 12時32分 15時２分
浜中駅 10時01分 12時47分 15時17分
姉別駅 10時17分 停車しません。 15時33分

茶内駅

代行タクシー（下り区間）到着時刻
９時46分 12時32分 15時２分
町営バス（霧多布湿原線　ゆうゆ方面）出発時刻
２便 ３便 ４便

９時55分 12時35分 15時５分

根室本線　　 （花咲線）厚岸駅～根室駅間
　普通列車　　 （釧路駅　８時21分発　⇒　根室駅　10時53分着）
　普通列車　　 （根室駅　８時27分発　⇒　釧路駅　10時58分着）
　快速ノサップ（釧路駅　11時13分発　⇒　根室駅　13時26分着）
　快速はなさき（根室駅　11時12分発　⇒　釧路駅　13時23分着）
　普通列車　　 （釧路駅　13時40分発　⇒　根室駅　15時58分着）
　普通列車　　 （根室駅　13時36分発　⇒　釧路駅　16時３分着）

　【代行バス】
　　厚岸駅から根室駅まで直行するため、上り・下り両区間ともに町内各駅では停車しません。
　【代行タクシー】
　　町内から釧路方面・根室方面に移動する場合は、下記の代行タクシーをご利用ください。
　　姉別・浜中・茶内各駅に停車します。

　【乗車方法】
　　代行バス・タクシーは、ＪＲの乗車券により通常の区間運賃でご利用いただけます。（全て自由席）

運休列車

代行バス及び代行タクシーの運行時刻（町内各駅のみ掲載）

町営バスのダイヤ一部変更について
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釧路東部消防組合は、救急現場において傷病者の症状や経過を観察したうえで、本人の同意を
基本としてマイナンバーカードを活用する取り組みを進めています。マイナンバーカードから得
られる情報（受信歴、診察情報、薬剤情報、特定診断情報など）を確認することで、傷病者にとっ
て最も適した搬送先を迅速に判断することが可能になります。この仕組みにより、情報収集にか
かる時間が短縮され、救急活動がよりスムーズに行えるようになります。なお、本取り組みは消
防庁が進める「マイナ救急」システム構築に向けた全国的な実証事業の一環として実施されるも
のです。

実証期間　令和７年１０月１日～令和８年３月３１日

①　マイナンバーカード
　　所持等を確認

②　本人確認 ③　病院へ搬送

傷病者の健康保険証利用
登録の有無

専用カードリーダーで読
み込み

搬送先医療機関を選定

＜救急現場での活動イメージ＞

※マイナンバーカード不所持、健康保険証利用登録なし、本人不同意の場合は、従来どおり
　の救急業務を行います。

●傷病者の同意をいただけない場合やマイナンバーカードを所持していない場合でも、救急活
動に影響が出たり、傷病者の方が不利益な対応を受けることは一切ありません。

●傷病者の意識が無い場合などは、カードの所持がある場合に限り、本人の同意なく情報を閲
覧することがあります。

●問い合わせ先　浜中消防署救急係　☎62－2150

マイナ救急実証事業への
ご協力をお願いいたします
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　近年、飼い犬・飼い猫の放し飼いやフンの放置による苦情が増えております。飼い主とし
てのマナーを守り、正しく飼育しましょう。
●犬を飼っている方
　▶�飼い犬は、狂犬病予防法の規定により、必ず各自治体で畜犬登録しなければなりません。

また、狂犬病の予防接種が毎年義務付けられています。動物病院等で予防接種した場合
は、下記まで届け出てください。

　▶�犬が逃げ出さないよう鎖等でしっかりとつなぐか、柵に入れてください。放し飼いは法
律違反となりますので十分注意してください。

　▶�散歩に連れて行くときは必ずリードを付け、袋等を携帯し、フンは放置せずに必ず持ち
帰って燃えるごみで処分しましょう。

　▶�飼い犬が亡くなったときは、下記までご連絡ください。
　▶�町外に引っ越しをしたときは、転出先の役所等に届け出てください。
●猫を飼っている方
　▶�猫を放し飼いにすると、近隣住民の迷惑になるほか、感染症や交通事故、不用意な繁殖

などにつながります。必ず室内で飼育しましょう。
　▶�名札付きの首輪などを付け、世話をしていることを明示しましょう。

●野良猫について
　▶�野良猫に餌付けはしないでください。野良猫に餌を与えてい

る人は飼い主とみなされ、責任を問われる場合があります。
　▶�野良猫に餌を与え続けると周辺の野良猫も集まるようにな

り、繁殖して周囲の家に迷惑をかけてしまいます。

●届出・問い合わせ先　役場住民環境課生活環境係　☎62－2192

犬や猫の飼い方についてのお願い

　10月30日㈭は、町道民税（第 ３期）、国民健康保険税（第 ４期）の納期限です。口座振替を利
用されている方は、前日までに残高の確認をお願いします。

問い合わせ先
役場税務課収納係
☎62－2174

税務課からのお知らせ
町道民税（第 ３ 期）、国民健康保険税（第 ４ 期）の納期限のお知らせ

納期が既に経過しています！
　納期限を過ぎた税は『滞納』扱いとなり、
延滞金が発生することがあります。納付の催
告（督促）書を送付し、職場調査や預貯金調査
等を行います。

○軽自動車税　　　（全期）
○町道民税　　　　（第 １期～第 ２期）
○固定資産税　　　（第 １期～第 ３期）
○国民健康保険税　（第 １期～第 ３期）

　役場開庁時間に納税相談ができない方のた
めに、夜間納税相談窓口を開設します。
●開設日　　10月31日㈮
●時 間　　19時まで
●場 所　　役場税務課収納係

　納税には、簡単で便利な口座振替をご利用
ください。手続きは町内の各金融機関で行う
ことができます。
　詳しくは上記までお問い合わ
せください。

納税は口座振替で夜間納税相談窓口
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Kiritappu Wetland Center

霧多布湿原センター通信

活動報告　「SUMMER SPECIAL ３DAYS」
　　　　　～きりたっぷのいきもの・花・海のたからものづくり～

活動報告　大人の職業体験ツアー　～昆布干し～
　８月 24 日、体験型ツアー「大人の職業体験ツアー～こんぶ干し」
を初開催しました！当日は天気にも恵まれ、町の漁師さんの干場で
昆布干しを体験することができました。「食卓にあがるまでには、こ
んな大変な過程があるんだ」「大変だったけど、漁師さんたちが優し
く教えてくれたので、とても楽しかった！」など、参加者それぞれ
が楽しさを感じ、学びを見つけていました。
昼食には、つぶの煮付けやトキシラズの塩焼き、昆布炒めなど、浜中の海の幸を存分に楽

しみました。
　今後も浜中の産業を守り、観光を盛り上げる一助になれるよう、さまざまなツアーを企画
していきます。ご協力いただいた皆さま、ありがとうございました。

　８月９日～ 11日、「SUMMER SPECIAL ３DAYS ～きりたっぷ
のいきもの・花・海のたからものづくり～」と題した夏休みイベン
トを開催しました。３日間限定のワークショップや初開催の森あそ
びなどを行いました。どのワークショップも自由研究にピッタリな
内容となっており、子どもから大人まで楽しむことができました。
また、湿原センターの裏山で、森を五感で感じながら楽しむといっ
たレクレーションは貴重な体験となりました。
　今後も秋のイベントやクリスマスなど目白押し！霧多布湿原セン
ターのFacebookやInstagramを要チェック！

●申し込み・問い合わせ先　霧多布湿原センター　☎65－2779　https://www.kiritappu.or.jp/center/

ごみ博士からのお知らせ！
●今回のテーマは「野焼き」についてじゃ！

　みんなは野焼き（ごみの不法焼却）を見かけたことはあるかのう？野焼き
は法律で禁止されておるのじゃ。
　悪質な野焼きを行った場合、５年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰
金、またはその両方が科せられるぞ。野焼き目的でごみを収集・運搬したも
のも罪に問われるので気を付けるのじゃ。野焼きは犯罪なので絶対にしないでくれよ！もしも
見かけたら、役場住民環境課生活環境係（62－2192）、または警察に通報するのじゃ！！
　しかし、例外として神社のどんど焼きなどは社会の慣習上、または宗教上の行事を行うため
に必要なことから禁止されていないぞ。この場合でも、強い悪臭が発生するなど生活環境上支
障を与えるときは、改善命令や行政指導の対象となることがあるから注意するのじゃ！

面倒なことでも、小さなことからコツコツと！
それがごみ分別　マスターへの一番の近道じゃ！！
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［ 材料：2人分 ］
●ズッキーニ………… １本（170g）
●みょうが……………… １個（20g）
●しょうが………………………１片
●青しそ…………………………２枚
●塩…………………… 小さじ2/3杯
●レモン果汁……………小さじ１杯

［ 作り方 ］
①　�ズッキーニは厚さ2～3mmの薄切りにする。みょうがは千切りにし、水にさ

らす。しょうがは皮をむき、千切りにする。青しそも千切りにする。
②　ポリ袋にズッキーニ、水気を切ったみょうが、しょうが、塩を入れ、よくもみ
　　こみ、袋の上に重しをのせ、20分置く。20分したら、ポリ袋の外側から、よく
　　しぼり、でてきた水分はすてる。レモン果汁を加え混ぜる。
③　�器に②を盛り、青しそをのせる。

「ズッキーニの香味漬け」

＊浜中町食生活改善協議会では…＊
「私たちの健康は、私たちの手で」をスローガンに、町民の皆さまの
健康維持・増進につながるよう活動をしています。

浜中町食生活改善協議会のおすすめレシピ紹介！
食
しょっかい

改の　だいどころ

野菜を食べよう簡単レシピ
「しいたけの甘辛煮」

［ 材料：２人分 ］
●しいたけ………………… ６個（60g）
　水……………………………… 100ml
　醤油…………………… 大さじ1/2杯
　みりん………………… 大さじ1/2杯
　酒……………………… 大さじ1/2杯
　砂糖…………………… 大さじ1/2杯

［ 作り方 ］
①　しいたけは石づきを落とし、一口大の大きさに切る。
②　�鍋にAと①を入れる。
③　�沸騰したら落し蓋をして中火で時々混ぜながら15分煮る。
④　�水分が少なくなってきたら火を止め、お皿に盛り付けて完成。

野菜摂取量は
約30g

１人分 エネルギー 35kcal 食塩相当量0.7g

A
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駐在所からのお知らせ 厚岸警察署 ☎52－0110　霧多布駐在所 ☎62－2151
浜中駐在所 ☎64－2151　茶内駐在所　 ☎65－2151

全国地域安全運動の実施
運動期間▶10月11日㈯～20日㈪

○　�「+」から始まる国際電話番号が使用される特殊詐欺被害が
多発しています。海外との電話が不要な方は、「国際電話不
取扱受付センター」（電話番号0120－210－364）に利用休止
の申し込みをしましょう。

○　偽の警察手帳や逮捕状をビデオ通話で見せ、「あなたの口座
　　が犯罪に使われている。あなたを逮捕する」などと言ってだ
　　ます詐欺被害が多発しています。警察は、捜査対象者にビデ
　　オ通話をしたり、警察手帳や逮捕状の画像を送ったりするこ
　　とはありませんので注意しましょう。

○　複数で行動し、音で存在をしらせ
　　ましょう。
○　ヒグマの出没情報等に気をつけま
　　しょう。
○　残骸や生ごみの処理には注意しま
　　しょう。
○　フンや足跡、食べた跡を見つけた
　　ら、すぐに引き返しましょう。
○　落ち着いて行動しましょう。
○　熊撃退スプレーや熊鈴を携帯しま
　　しょう。
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　 8月25日、役場本庁舎にて浜中漁業協同組合と
散布漁業協同組合の両漁協から昆布等の地場産
海産物の贈呈式が行われました。
　海産物の寄贈は今年で11年目を迎え、町内の
小・中・高等学校や保育所の給食で提供させてい
ただいているほか、特別養護老人ホームハイツ・
野いちごの食事にも活用されています。
　当日出席された散布漁協の田中英昭組合長と
浜中漁協の上野専務理事は「食育などに活用して
健康増進にお役立てください」と目録を手渡され、齊藤町長からは「子どもたちが海産物を食べ
て地元に愛着と誇りを持ってくれるよう期待しています」と言葉がありました。
　このたびの寄贈に対し、心から厚く感謝申し上げます。

浜中漁協・散布漁協が地場産海産物の寄贈
～高齢者の健康増進・子どもの健やかな成長へ～

８
25

　８月30日、霧多布小学校体育館にて「ブックフェスティバル」
を開催しました。この活動は、子どもの読書活動の推進を図るこ
とを目的として行っています。
当日は、総合文化センター図書室が用意した 1000 冊の本が体

育館の床一面に並び、児童たちは目を輝かせながら、自分が読み
たい本を熱心に選んでいました。また、この日は土曜授業日（地
域参観日）だったため、参加した保護者の皆さまも一緒に楽しん
でいました。
貸出作業のスタッフとして中高生ボランティアリーダーにも参

加いただき、あまり接する機会のない小学校児童と触れ合う中で、
学校や学年の垣根を超えた交流をすることができました。
この活動を通じて、読書をより身近に感じ、一人ひとりが今後

一層読書活動を行ってくれることを期待しています。

Topics

霧小でブックフェスティバル開催
～ 1000冊の本とともに～

8
30
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Topics

保育所イベントSNAP

9/12　茶内保育所

８/26　霧多布保育所
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information

　上記の期間は、北海道大学病院派遣医師の協力により夜間や休日の救急外来窓口を開設しており
ます。急な体調不良など、症状に応じて対応いたしますが、来院前には必ず電話連絡をしてから看
護師の指示によりお越しください。なお、夜間や休日はかぜ症状の診察には対応していませんので
ご注意願います。
　緊急性のない方や軽傷の方は、平日の診療時間内に受診されるようご協力をお願いいたします。

10月の北海道大学病院派遣医師の出張日

浜中診療所からのお知らせ 問い合わせ先
町立浜中診療所
☎62－2233

〇期間　10月17日㈮～ 10月19日㈰

茶内歯科診療所休診のお知らせ
　茶内歯科診療所は下記の期間、医師が不在となるため休診いたします。ご不便をおかけし
ますが、ご理解いただきますようお願いします。

　０か月～２歳未満の子を対象に、保健師・管理栄養士による身体計測や個別相談を行いま
す。希望される方は、下記まで電話または電子申請で事前にお申し込みの上、ご来場ください。
　▶日 時：10月15日㈬　10時～ 11時
　▶場 所：役場 1階保健集会室
　▶持 ち 物：母子健康手帳、バスタオル
　▶申込締切：10月８日㈬

　●申し込み・問い合わせ先　役場健康福祉課健康推進係　☎62－2307

乳幼児相談のお知らせ

乳幼児相談
申し込みQRコード

「第５回厚岸地区防犯ふれあいコンサート」の開催について
　音楽を通じて、親子や友人同士で楽しみながら防犯意識を高めてもらうことを目的とした
「第５回厚岸地区防犯ふれあいコンサート」が厚岸町で開催されます。今回は、北海道警察
音楽隊による楽器演奏やフラッグ演技など、華やかなパフォーマンスをお楽しみいただけま
すので、ぜひご来場ください。

●日 時：10月13日㈪　開場10時30分
　　　　　　　　　　　開演11時
●場 所：厚岸町社会福祉センター
          （厚岸町梅香２丁目１番地）
●対象者：どなたでも可
●入場料：無料（来場された方に防犯グッズがプレゼントされます）

●問い合わせ先　厚岸地区防犯協会　　　☎52－0110
　　　　　　　　　　　　　　役場総務課契約管理係　☎62－2127

〇期間　10月８日㈬～ 10月10日㈮
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information

「バス運転体験&合同就職相談会 2025 釧路」の開催について
　バス事業者・バス協会・北海道が合同主催する「バス運転体験&合同就職相談会 2025 釧路」
が開催されます。高校卒業を控えた学生の皆さんの参加も大歓迎です。
　事前申し込みは不要ですので、お気軽にお越しください。
日 時　10月25日㈯　10時～14時
会 場　�釧路運転免許試験場（釧路市大楽毛北１丁目15番８号）
開催内容　バス運転体験・バス会社による就職相談会
注意事項　��バス運転体験に参加を希望される方は、普通自動車運転免許証（ＡＴ限定可）を

ご持参ください。（免許証を持っていない方でもバスの運転席に座ることや就職
相談会へ参加することは可能です）

●問い合わせ先　くしろバス株式会社　総務部　　☎0154－36－8181
阿寒バス株式会社  総務部　　☎0154－37－2225
根室交通株式会社　　　　　　☎0153－24－2202

バスツアー「目で見る北方領土の集い」参加者募集！
　北方領土問題は、歴史的にも国際的にも重要な課題であり、私たちの町とも深い関わりがあ
ります。
　このたび、町と社団法人北方領土復帰期成同盟では、北方領土問題への理解と認識を深める
ため、北方領土を望むことができる地域を訪れ、ガイドの解説とともに、そ
の歴史的背景や現状を学ぶバスツアー「目で見る北方領土の集い」を実施し
ます。
　現地でしか体験することのできない景色等を学べる大変貴重な機会です。
町民の皆さまのご参加をお待ちしております。
日 時　10月26日㈰　8時30分～16時30分（予定）
参加費用　無料（昼食付き）
申 込　�電話・FAX、もしくは申込フォームからお申し込みください。
　　　　　期限　10月17日㈮
　　　　　詳細は10月初めに配布した参加者募集チラシをご確認ください。
　　　　　定員（25人）に達し次第、受付を終了させていただきますのでご
　　　　　了承ください。

そ の 他

●予約・問い合わせ先　役場総務課総務係　　☎  　62－2125
FAX　62－2229

参加申し込み
ＱRコード

　エゾシカ狩猟期間中（浜中町は10月21日～１月31日まで）は、多くの狩猟者が道有林へ入
林します。狩猟に伴う事故防止のため、この期間の狩猟目的以外での入林はお控えください。
　エゾシカによる森林等被害を低減するため、皆さまのご理解とご協力をお願いします。
　　　　　　　　　　　　　　●問い合わせ先　北海道水産林務部森林海洋環境局　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　道有林課道有林管理係　☎011－204－5519

狩猟期間中における道有林への入林自粛について
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　土地は限られた資源であり、地域全体の住みやすさや自然環境との調和などを考えて、適
正に利用することが大切です。そのため、国土利用計画法では、乱開発や無秩序な土地利用
を防止するために、一定面積以上の土地の取り引きをしたときは、知事に届け出なければな
らないことになっています。
届出対象面積　 �浜中町の場合、町内全域が都市計画区域外のため、１万平方
　　　　　　メートル以上の取引が対象となります
届 出 者　土地の権利取得者（買い主など）
届 出 期 限　契約締結から２週間以内
　　　　　　※提出期限を過ぎた場合でも、届出の提出にご協力願います
届 出 書 類　次の書類を町に提出してください（各２部）
　　　　　　・土地売買等届出書
　　　　　　・土地売買契約書等の写し（現物配当のときは株主総会議決書写し）
　　　　　　・土地およびその付近の状況を明らかにした5千分の1以上に縮尺した図面
　　　　　　・土地の形状を明らかにした図面
罰 則�　届け出をしなかったり、偽りの届け出をすると、6か月以下の懲役または100万

　円以下の罰金が科せられることがあります。詳しくは町ホームページをご覧く
　　　　　　ださい。

●届出・問い合わせ先　役場住民環境課環境政策係　☎62－2204

土地取引の届出について

町ホームページ
ＱRコード

ポリテクセンター釧路１月職業訓練受講生募集
　ポリテクセンター釧路では、１月からの職業訓練受講生を募集しています。
募集学科　ビジネスワーク科　15人
申込受付　10月27日㈪～12月１日㈪
見 学 会　11月13日㈭・11月20日㈭
選 考 日　12月５日㈮
訓練期間　令和８年１月５日㈪～６月29日㈪
費 用　21,000円程度（テキスト代）
　　　　　　　　　　　　　　　●申し込み先　　ハローワーク釧路　　　☎0154－41－1201
　　　　　　　　　　　　　　　●問い合わせ先　ポリテクセンター釧路　☎0154－57－5938

ハローワークに求職の登録
をしている方が対象です。

「釧路弁護士会おなやみごと相談」のお知らせ
～その悩み、弁護士に相談してみませんか？～

　釧路弁護士会による無料法律相談会が開催されます。当日は、釧路弁護士会所属の弁護士が浜
中町を訪れ、皆さまの日頃の悩みやお困りごとに、無料で相談に応じます。
　前日午後４時までにご予約いただく必要があります。（予約がない場合は相談会を中止するこ
ともございますので、必ず事前予約をお願いします。）
　相談を担当する弁護士が利害関係を有するため、相談をお受けできない場合がありますので、
あらかじめご了承ください。
　どんな些細なことでも結構です。お気軽にご相談ください。
日 時　11月11日㈫　13時30分～16時30分　※予約は10月７日から可能です
場 所　総合文化センター２階　学級講座室
そ の 他　�当日、都合が合わない方は近隣地域でのご相談も可能ですので、詳しい日時は下記ま

でお問い合わせください。
●予約・問い合わせ先　釧路弁護士会法律相談センター　☎0154－41－3444

information
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写真展
開催

大坪俊裕写真作品展　
　　　　「きりたっぷ夏景色」

展示期間

開館時間

休 館 日

場 所

10月21日㈫～ 11月９日㈰

９時～ 17時

毎週月曜日　
　（月曜日が祝祭日の場合は翌日）

総合文化センター１階　美術展示室

大坪さんからのメッセージ
“きりたっぷ”の風景を撮り続けて 25 年以上になりますが、湿原や岬は、今も飽きるこ
とのない風景を見せてくれます。
　夏に忙しかった町内の皆さまにご覧いただけると嬉しいです。

●問い合わせ先　浜中町総合文化センター　☎62－3131　

みんなチェック！最低賃金。
　北海道内の事業場で働くすべての労働者（会社員、パート、アルバイト、学生など働くすべて
の人）およびその使用者に適用される北海道最低賃金が次の通り改定されました。

●�最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金および時間外等割増
賃金は算入されません。

●最低賃金額以上の賃金を払わない場合は、最低賃金法違反として処罰されることがあります。
●鉄鋼業で働く方には北海道の特定（産業別）最低賃金が適用されます。
　　　　　　●問い合わせ先　厚生労働省北海道労働局
　　　　　　　　　　　　　　労働基準部賃金室　最低賃金係　☎011－709－2311（内線3533）

最 低 賃 金 額　 時間額　1,075  円
効力発生年月日　令和７年10月４日

　不正軽油とは、軽油引取税を脱税するために、軽油に灯油や重油を混和するなどした燃料油を
いいます。不正軽油の話を聞いた、給油するところを目撃したときは、「不正軽油ストップ１１
０番」、フリーアクセス０８００－８００２―１１０で、皆さまからの情報提供をお待ちしてい
ます。
� ●問い合わせ先　釧路総合振興局課税課事業税間税係　☎0154－43－9161

10月は不正軽油防止強化月間です

information
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まなびのひろば

私たちの町の高等学校

　このコーナーは、町内の小・中学校における特色あ
る教育活動や取組を紹介するコーナーです。
　また、愛称の「まなぶん」は、「学ぶ」と地図記号で
学校を表す「文」を合わせたものです。町内小学校４校・
中学校４校を連載でご紹介しています。

「まなぶん」
学校発信情報

学校データ
　
　本校では、小中が連携し地域とともに
歩む教育活動を大切にしています。令和
９年度にはこれまでのつながりを更に深
め、小中一貫校として新たなスタートを
切る予定で、現在そのための準備を進め
ています。
　小学生は毎年、藻散布海岸で生き物観
察やゴミ拾いを行っています。海岸に流
れ着くゴミの多さに驚き、環境保全の大
切さを真剣に考える機会となっています。
さらに、「豊かな海を育む森づくり学習」
では、今までに植えた木の計測や記録、
新たな植樹を行い、森と海のつながりを
学びながら、自然環境を守る意識を深め
ています。
　中学生は毎年、保育所訪問を行っています。事前に遊具を手作りし、幼児たちと安全に楽しく
遊ぶ工夫を凝らしました。ふれあいを通じて、保育のやりがいや難しさ、そして地域の支え合い
の大切さを学ぶ貴重な機会となっています。
　小学 5・6 年生と中学生が毎年一緒に取り組んでいる「あさり島活動」は、地域との結びつき
を象徴する活動です。散布漁業協同組合等と連携し、海の恵みや資源を守る意識を高めるととも
に、異学年の交流を通じてリーダーシップや協働の力を育んでいます。
　今後も学校・家庭・地域が連携し、子どもたちの豊かな学びと健やかな成長を支えていきます。

　８月23日㈯、体験入学会を実施し、中学生13人が参加しました。
体験授業の「総合的な探求の時間」では、浜中町の子育てについて、

保育・医療の項目に焦点を置き、２年生がリーダーとなって、中学
生とともに課題を探し、解決するためには何が必要かを検討しまし
た。本校の生徒が授業で行っている「探求の過程」を体験した中学
生は、ぜひ本校に入学して、今回発見した課題解決策を実現しても
らいたいです。また、本校に 7 つある部
活動から軽音楽部とバドミントン部を体
験し、中学生と本校生徒の生き生きした
表情を見ることができました。
今回の体験入学会を通して、中学生の

皆さんの進路選択に役立てていただけた
ら幸いです。

～地域とともに歩む
　　　　　小中一貫校への移行に向けて～

《散布小中学校》

（９月１日現在）
校長　　大山　淳子
教頭　　和田　　繁
教員数　　　　12人
養護教諭　　　１人
事務職員　　　１人
事務生　　　　１人
児童生徒数　　41人
学級数　　　８学級
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まなびのひろば

　子どもたちの英語力向上と「コミュニケーションの力」の育成に向
け、さまざまな取り組みを進めています。小学校では、これまでも
専科教員がＡＬＴ（外国語指導助手）とともに４地区を巡回し、歌や
ゲーム、会話活動などを通して子どもたちが楽しく英語に親しむ授業
を行ってきました。子どもたちは、生きた英語に触れながら「伝えた
い」「わかり合いたい」という気持ちを体験し、英語を使うことへの
自信を育んでいます。
そして今年度からは、釧路教育局の指導の下、新たに小中連携の取

り組みがスタートしました。これまで小学校と中学校はそれぞれの段
階で学習を進めてきましたが、今年度より両校の教員が情報を共有し、
学習内容や指導方法のつながりを大切にする体制を整えています。小
学校での「聞く・話す」活動を基盤として、中学校では「読む・書く」力を含めた総合的な学び
へと発展させることで、子どもたちのコミュニケーション力を段階的に育んでいきます。
　町としても、この新たな取組を大きな一歩と位置付け、英語教育の充実をさらに進めてまいり
ます。子どもたちが英語を通して自信を持ち、人とのつながり、将来の可能性を広げていくこと
を期待しています。

　「文化の秋」と言われるこの季節、浜中町内の小・
中学校では、10 月から 11 月初めにかけて学習発表
会や文化祭が行われます。
学習発表会や文化祭は、日々の授業や学校生活の

中で積み重ねてきた子どもたちの努力の成果を披露
する大切な場です。劇や合唱、作品展など、子ども
たち一人ひとりが役割を果たしながら仲間と協力
し、自分の力を精一杯表現します。その姿には、学
びの成果だけではなく、協調性や主体性といった「生
きる力」の育ちも垣間見ることができます。
また、これらの行事は子どもたち相互の学び合い

の機会であると同時に、ご家族や地域の皆さまに
とっても、学校の教育活動を身近に感じていただく
機会です。地域の温かい拍手や励ましの言葉は、子
どもたちの大きな自信となり、次の成長への原動力となります。
　ぜひ、多くの皆さまにご来場いただき、子どもたちが一生懸命取り組む姿を見守り、あたたか
いご声援をお寄せください。

開催予定日 学校

10月4日㈯ 茶内中学校
浜中中学校

18日㈯ 茶内小学校

19日㈰ 浜中小学校

25日㈯ 霧多布小学校

26日㈰ 散布小中学校

11月1日㈯ 霧多布中学校

英語でつながる
　　　　　　　ー小中連携で育むコミュニケーションー

実りの秋　子どもの学びと表現の舞台へ
　　　　　　　　　　　　　　　ー学習発表会・文化祭ー
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まなびのひろば

令和８年浜中町「二十歳のつどい」のお知らせ
　「二十歳のつどい」の参加対象者は、平成 17
年４月２日～平成 18 年４月１日に出生された方
です。浜中町に住所を有する方は自動的に対象
者名簿に登載されますが、進学や就職などで町
外に転出されている方（転居届を出し、町外に住
所を有する方）で本町の「二十歳のつどい」に
参加を希望する方は、下記までご連絡ください。
　なお、開催日時等は 10 月に開催される実行委
員会で決定後、11 月下旬に対象者名簿登載者に案内状が送付されます。

●問い合わせ先　事務局：町教育委員会生涯学習課社会教育係
（総合文化センター内）☎62－2394　

令和７年度（第62回）浜中町総合文化祭開催のお知らせ
　11 月３日『文化の日』を記念し、町総合文化センターでは、
町民の皆さまの主体的な芸術・文化活動の研鑽、努力の成果を
発表する文化祭を開催します。
　11 月２日㈰は大ホールにて、歌謡や舞踊などのステージ発
表を行います。ぜひ、地域の方々の力作・熱演をご覧ください。

　　　　10 月 28 日㈫～ 11 月３日（月・祝）
　　　　午前９時～午後 7時まで
　　　　総合文化センター
          ①ロビーほか：絵画・書・写真・陶芸・パッチワーク・　

　　　　　　　　  　　 手芸・工芸・個人作品などを展示予定
　②大ホール　：学校作品の展示のほか、太鼓・歌謡・
　　　　　　　　コーラス・舞踏・ダンスなどを発表予定

場 所

日 時
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≪今月の映画鑑賞会≫
日 時：�10月18日㈯　受付13時～　上映開始13時30分～
場 所：�町総合文化センター１階リハーサル室
上映作品：『おさるのジョージ　どろんこあそび』
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（上映時間　48分）
あらすじ：�　ジョージのお風呂には、泡とカエルのおもちゃが

欠かせません。ところが、公園でチャーキーと泥ん
こ遊びをしていたとき、ジョージはそのカエルを
うっかり忘れてきてしまって･･･。そのほか、「ビッ
クリ・パーティー」「ながされたー！」「にじのねっ
こ」の合計４つのお話を上映します。

今月のおはなし会

場所：�町総合文化センター

２階図書室

時間：11時～

10月11日㈯
 25日㈯

まなびのひろば

図 書 室 だ よ り

　「音」を「楽しむ」と書いて音楽。読んで字のごとく音楽はとても楽しいものです。
この本では主に「クラシック」と呼ばれる音楽ジャンルを取り上げています。

　楽譜のひみつ、オーケストラについて、クラリネットやバイオリンといった楽器のおも
しろい特徴、有名な作曲家や名曲の知られざる真実など、どんどん知りたくなる情報がた
くさん紹介されています！楽しい音楽の世界に、足を踏み込んでみましょう！

　りすのリリとねずみのネネは、パンケーキを作るのが大好き！しっかりもののリリはパ
ンケーキを焼く担当、のんきなネネはソースを作る担当です。
　ある朝、どんぐりを探しに森へ出かけたリリとネネは、どんぐりの木の下に、たくさん
の野いちごを見つけます。「今日は野いちごソースのパンケーキにしよう！」そうして二
人はパンケーキを作り始めました。甘い香りが森いっぱいに広がって ･･･。

　黒スーツ、角刈り、強面。63歳の元朝日新聞記者がセカンド・キャリアに選んだのは、
なんと保育の世界。保育学科のある北九州市の短大に入学しますが、ピアノは弾けない、
読み聞かせれば講談調、童謡を歌えばムード歌謡に･･･。
　10 代の同級生や、同年代の教師陣と切磋琢磨し、実習先で子どもから大切なことを教
えられる日々。“事件取材の鬼”といわれた元事件記者の挑戦の行方は ･･･ ！

　2011年に発生した東日本大震災によって、日本列島は地震や火山噴火が頻発する「大地
変動の時代」に入ったと言われています。

災害がいつ発生してもおかしくない時代。災害に遭わない、命を落とさない、財産を
守りながら生き延びるためには、「地学」の知識が必要となります。
　「地震」と「火山」の国・日本に暮らす私たち。地球のこと、深く学んでみませんか？

児
　
童
　
書

児
　
童
　
書

一
　
般
　
書

一
　
般
　
書

『すごすぎる音楽の図鑑』
� 反田 恭平/監修（KADOKAWA）

『リリとネネのどんぐりパンケーキ』
� 田島 かおり/作（講談社）

『事件記者、保育士になる』
緒方　健二/著（ＣＣＣメディアハウス）

『大人のための地学の教室』
鎌田 浩毅/著（ダイヤモンド社）

今 月 の 新 着 図 書
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健康サポート

●�母子健康手帳交付時に個別にお話を伺います（全妊婦さん）。母子手帳の交付を希望され
る方は、事前にお電話でご予約ください。

●出産に向けて、必要に応じて医療機関との連絡調整を行います。
●�出産後、ご自宅に訪問し、赤ちゃんの状態の確認や産後ケアについてのアドバイスを行い
ます。育児に不安がある場合は、継続的に支援を行います。

　妊娠・子育てのことで悩んでいる方は浜中町子育
て世代包括支援センター（役場健康推進係内）へご
相談ください。

　オンライン相談も実施中で、ご予約は「浜中子育
てアプリwith」by母子モからできます。

妊娠準備期・妊娠中・子育て中の困ったことについて、お気軽にご相談ください。

No.435　保健師・管理栄養士
『浜中町子育て世代包括支援センターです』

妊娠準備期からの相談場所

電話　62-2307

●問い合わせ先　役場健康福祉課健康推進係　☎62－2307

切れ目なく保健師が相談に応じます！
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８月末現在（前月比）
●人　口：5,185人　　（+３）
　　　男：2,556人　　（+３）
　　　女：2,629人　　（±０）
●世帯数：2,588世帯　（+６）

ひとのうごき

子育て支援センター
あそびのひろば

月火　         　　9：00 ～ 12：00     霧多布子育て支援センター
月火            　14：30 ～ 16：30     霧多布子育て支援センター
月火水木金　   　9：00 ～ 12：00　  茶内子育て支援センター
月火水木金　　13：30 ～ 16：30     茶内子育て支援センター

●�浜中町防災無線の放送内容を確認したい方は『☎62－5333』へお電
話ください。なお、行政情報については、町HPにも掲載しています。

今月の行事カレンダー

町
内
施
設
の
休
館
日

施　設　名　称 休　館　日
総合文化センター ６・  14 ・ 20 ・ 27
総合体育館 6 ・ 14 ・ 20 ・ 27
農業者トレーニングセンター 6 ・ 13 ・ 20 ・ 27
すくらむ21 6 ・ 14 ・ 20 ・ 27
MO－TTOかぜて ５ ・ 6 ・ 12 ・ 13 ・ 19 ・ 20 ・ 26 ・ 27
温水プール ６

日にち 行　　　　　事

１ 水 ママのつどい開放日
　（役場保健集会室９：30～ 11：30）

２ 木 健康教室（茶内第三母と子の家10：00～ 11：30）
健康教室（姉別農村環境改善センター 13：30～ 15：00）

３ 金

４ 土 文化祭（茶内中学校）
第50回学校祭（浜中中学校）

５ 日 「民謡をたずねて in 浜中町」公開録音
　（総合文化センター大ホール13：30～）

６ 月
７ 火

８ 水
ママのつどい開放日（役場保健集会室９：30～ 11：30）
乳児ママのつどい（要申込）
　（役場保健集会室９：30～ 11：10）

９ 木
10 金
11 土 おはなし会（総合文化センター図書室11：00～）
12 日
13 月 スポーツの日

14 火 健康教室（茶内コミュニティセンター 10：00～ 11：30）

15 水
乳幼児相談（要申込）
（役場保健集会室10：00～ 11：00）
ママのつどい開放日（図書司書の日）
（役場保健集会室９：30～ 11：30）

16 木 ふまねっと教室　ふらっと
　（姉別農村環境改善センター 13：00～ 14：00）

日にち 行　　　　　事
17 金

18 土
映画鑑賞会
　（総合文化センター１階リハーサル室13：00～）
茶内アートコレクション（茶内小学校）

19 日 開校100周年記念学習発表会（浜中小学校）

20 月 学習発表会（浜中小学校）
健康教室（浜中農村環境改善センター 10：00～ 11：30）

21 火

22 水 ママのつどい開放日
　（役場保健集会室９：30～ 11：30）

23 木
24 金

25 土
学芸会（霧多布小学校）
おはなし会（総合文化センター図書室11：00～）
映画上映会「ぼけますから、よろしくお願いします」
　（総合文化センター大ホール13：00～15：00）

26 日 文化祭（散布小中学校）

27 月 健康教室（茶内第一住民センター 13：00～ 14：30）

28 火
29 水
30 木
31 金

お く や み

　その他の広報に関するお問い合わせは下記までご連絡ください

　　　　　　　　　　　役場総務課情報広報係　☎62－2246

  「広報はまなか掲載写真提供フォーム」

  こちらからアクセスできます  ▶▶▶

※夜間の開館は５日、昼間の開館は13日まで。

おたんじょう、おくやみは、役場に届け出され、承諾いただいた皆さんのみ掲載
しています。

暮　帰　別・村上　薫さん（64歳） 湯　　沸・石塚　イセさん（93歳）
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左のQRコードでもアクセスできます

浜中町ホームページ
https://www.townhamanaka.jp/
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はまなか投稿広場

　８月17日茶内盆踊りに
て大好きなお友達と仮装
に出場しました！とても
楽しいお盆休みとなりま
した！

投稿者　　

　やっちゃん＆さーちゃん

　　　　　　　　　　さん

「すごい写真が取れた！」
「記念にこの写真を載せてほしい！」�

　そんな時はぜひ、右記のQRコードか
ら投稿してください。
　皆さまの投稿をお待ちしております！

今月の表紙
「幼年消防クラブ放水体験」

　８月26日に霧多布、９月12日には茶内保
育所で幼年消防クラブの放水体験が行われ
ました。（表紙・茶内保育所、裏表紙・霧
多布保育所。関連15ページ）

　我が家のレンタ
ル犬（笑）癒しの
ため、釧路と浜中
を行き来してます。

投稿者

　ギャルソン　さん


